
 

設 計 及 び 工 事 計 画 認 可 申 請 書  

（高浜発電所第４号機の変更の工事） 

 

関 原 発 第１９６号 

２０２１年７月１日 

 

原子力規制委員会 殿 
 

 

大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号 

関 西 電 力 株 式 会 社 

執 行 役 社 長  森本  孝 

 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の９第１

項の規定により別紙のとおり設計及び工事の計画の認可を受けたいので申請しま

す。 

 



 
 

関 原 発 第 ５ １ ２ 号 
２０２２年１月１９日 

 

原子力規制委員会 殿 
 

 
大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号 

関 西 電 力 株 式 会 社 

執 行 役 社 長   森 本  孝 

 

 
 

設計及び工事計画認可申請書の一部補正について 
 

 

２０２１年７月１日付け関原発第１９６号をもって申請しました設計及び工事計画

認可申請書について、別紙のとおり一部補正します。 

 
  



 
 

関 原 発 第 ５ ３ ８ 号 
２ ０ ２ ２ 年 ２ 月 ３ 日 

 

原子力規制委員会 殿 
 

 
大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号 

関 西 電 力 株 式 会 社 

執 行 役 社 長   森 本  孝 

 

 
 

設計及び工事計画認可申請書の一部補正について 
 

 

２０２１年７月１日付け関原発第１９６号をもって申請しました設計及び工事計画

認可申請書（２０２２年１月１９日付け関原発第５１２号にて一部補正）について、

別紙のとおり一部補正します。 

 
  





 

別紙 

 

 

 

 

 

高 浜 発 電 所 第 ４ 号 機 
 

 

 

設計及び工事計画認可申請書 
 

 

 

本 文 及 び 添 付 書 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 西 電 力 株 式 会 社 
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Ⅰ．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

名 称 関西電力株式会社 

住 所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

代表者の氏名 執行役社長 森本 孝  

 



 

 

 - T4-Ⅱ-1 - 

Ⅱ．工事計画 

 

発電用原子炉施設 

 

 １ 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

   名 称   高浜発電所 

   所在地   福井県大飯郡高浜町田ノ浦 

 

 ２ 発電用原子炉施設の出力及び周波数 

   出 力       3,392,000 kW 

    第１号機      826,000 kW 

    第２号機      826,000 kW 

    第３号機      870,000 kW 

    第４号機      870,000 kW（今回申請分） 

   周波数           60 Hz 



 

 

 - T4-Ⅱ-2/E - 

【申請範囲】（変更の工事に該当するものに限る） 

 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。） 

１１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 

１２ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法 
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（２）適用基準及び適用規格 

変更前 変更後 

第１章 共通項目 

原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準及び規格について

は、以下の基準及び規格並びに、火災防護設備、浸水防護施設の「適

用基準及び適用規格 第１章 共通項目」に示す。 

なお、以下に示す原子炉冷却系統施設に適用する共通項目の基準

及び規格を適用する個別の施設区分については「表１．施設共通の適

用基準及び適用規格（該当施設）」に示す。 

 

・建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号） 

建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号） 

 

・福井県建築基準法施行細則（昭和47年4月25日福井県規則第41号） 

 

・高圧ガス保安法（昭和26年6月7日法律第204号） 

 

・消防法（昭和23年7月24日法律第186号） 

消防法施行令（昭和36年3月25日政令第37号） 

消防法施行規則（昭和36年4月1日自治省令第6号） 

 

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年5月8日法律第57号） 

 

・Eの数値を算出する方法並びにV０及び風力係数の数値を定める件

（平成12年5月31日建設省告示第1454号）(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

 

・危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和32年8月20日運輸省令第30号） 

 

・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省

告示第501号） 

 

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律施行令第2条第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法等

を定める告示（平成13年3月28日国土交通省告示第332号）(注1) 

 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈（平成25年6月19日原規技発第1306194号） 

 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈（平成28年3月31日原規技発第1603318号）(注1) 

 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈（平成29年8月30日原規技発第1708302号） 

 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈（平成29年11月15日原規技発第1711151号）(注1) 

 

・発電用火力設備の技術基準の解釈（平成25年5月17日20130507商局

第2号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

・発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）(注1) 

 

・石油コンビナートの防災アセスメント指針（消防庁特殊災害室、平

成25年3月）(注1) 

 

・実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（平

成21・06・25原院第1号（平成21年6月30日原子力安全・保安院一部

改正））(注1) 

 

・実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀

裂その他の欠陥の解釈について（平成26年8月6日原規技発第

1408063号）(注1) 

 

・JIS G 3457（1978） 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 (注1) 

 

・JIS G 3454（1978） 圧力配管用炭素鋼鋼管 (注1) 

 

・JIS G 3141（2011） 冷間圧延鋼板及び鋼帯 (注1) 

 

・JIS G 3131（2011） 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 (注1) 

 

・JIS B 0203（1999） 管用テーパねじ (注1) 

 

・JIS Z 9125（2007） 屋内作業場の照明基準 (注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

 

・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC4601-2008）」

(注1) 

 

・日本電気協会「原子力発電所配管破損防護設計技術指針（JEAG4613-

1998）」(注1) 

 

・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容

応力編（JEAG4601・補-1984）」(注1) 

 

・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987）」

(注1) 

 

・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1991 追

補版）」(注1) 

 

・日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針（JSME S 

012-1998）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2002年改訂版）

（JSME S NA1-2002）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2008年版）（JSME 

S NA1-2008）」(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2012年版（2013

年追補及び2014年追補を含む。））（JSME S NA1-2012/2013/2014）」 

(注1,2) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-

2001）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2007年版）（JSME 

S NB1-2007）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2012年版（2013

年追補を含む。））（JSME S NB1-2012/2013）」(注1,2) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1-2001）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版）

<第Ⅰ編 軽水炉規格>（JSME S NC1-2005）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版

（2007年追補版を含む。））<第Ⅰ編 軽水炉規格>（JSME S NC1-

2005/2007）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）

<第Ⅰ編 軽水炉規格>（JSME S NC1-2012）」(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納

容器規格（2003年版）（JSME S NE1-2003）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版）（JSME 

S NJ1-2012）」(注1,2) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）【事例規格】過圧防護に関する

規定（NC-CC-001）」(注1) 

 

・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）【事例規格】発電用原子力設備

における「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（NC-CC-002）」 

(注1) 

 

・コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（土木学会、2002年）

(注1) 

 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（日本建築学会、1990年）

(注1) 

 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-（日

本建築学会、1999年）(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

・建築基礎構造設計指針（日本建築学会、1988年）(注1) 

 

・建築基礎構造設計指針（日本建築学会、2001年）(注1) 

 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学

会、2005年）(注1) 

 

・建築物荷重指針・同解説（日本建築学会、2004年改定）(注3) 

 

・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-（日本建築学会、2005年） 

(注1) 

 

・各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会、2010年）(注1) 

 

・建築工事標準仕様書・同解説JASS 5N原子力発電所施設における鉄

筋コンクリート工事（日本建築学会、2013年）(注1) 

 

・電気学会「電気規格調査会標準規格 同期機（JEC-2130-2000）」 

(注1) 

 

・道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）（日本道路協会、

平成14年3月）(注1) 

 

・道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（日本道路協会、平成14年

3月）(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

 

・道路土工 切土工・斜面安定工指針（日本道路協会、平成21年度版）

(注1) 

 

・水道施設耐震工法指針･解説（日本水道協会、1997年）(注1) 

 

・地盤工学会「剛体載荷板による岩盤の平板載荷試験方法（JGS3521-

2004）」(注1) 

 

・地盤工学会「地盤の平板載荷試験方法（JGS1521-2003）」(注1) 

 

・液状化対策工法（地盤工学会、2004年）(注1) 

 

・日本内燃力発電設備協会「可搬形発電設備技術基準（NEGA 

C331:2005）」(注1) 

 

・Pipe Flanges and Flanged Fittings(ASME B16.5-2009) 

 

・ASME SA216(1980) 

 

・ASTM A53(1981) Standard Specification for PIPE,STEEL,BLACK 

AND HOT-DIPPED,ZINC-COATED WELDED AND SEAMLESS 

 

・ ASTM A296(1997) Standard Specification for CORROSION-

RESISTANT IRON-CHROMIUM,IRON-CHROMIUM-NICKEL,AND NICKEL-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

BASE ALLOY CASTINGS FOR GENERAL APPLICATION 

 

・ASTM A193(1980) Standard Specification for ALLOY-STEEL,AND 

STAINLESS STEEL BOLTING MATERIALS FOR HIGH-TEMPERATURE 

SERVICE 

 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈（令和元年6月5日原規技発第1906051号）(注1,2) 

 

・鉱山保安法（昭和24年法律第70号） 

 

・鉱山保安法施行規則（平成16年9月27日経済産業省令第96号） 

 

・発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針（昭和

51年9月28日原子力委員会決定）(注1) 

 

・発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成2年8月

30日原子力安全委員会決定） 

 

・発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（昭和57年1月28日

原子力安全委員会決定） 

 

・日本電気協会「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関

する規程（JEAC4622-2009）」(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

・原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準（日本

原子力学会、2007年）(注1) 

 

・日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方

法（JEAC4206-2007）」(注1) 

 

・日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC4201-2007（2010

年追補版））」(注1) 

 

・日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC4201-2007（2013

年追補版））」(注1) 

 

・日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法（JEAC4201-2007）」 

(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

（注1）記載の適正化を行う。基準及び規格名称の統一化（記載順序、半角全角等） 

（注2）記載の適正化を行う。記載内容は、令和3年2月8日付け原規規発第2102086号にて認可された高浜発電所第３号機の設計及び工事の計画による。 

（注3）記載の適正化を行う。既工事計画書には、記載なし 

 

上記の他、以下のガイドを参照する。 

・「原子力発電所の火山影響評価ガイド」 

・「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」 

・「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」 

・「耐震設計に係る工認審査ガイド」 

・「実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド」 
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・「実用発電用原子炉に係る航空機衝突影響評価に関する審査ガイド」 

・「実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイドにおける航空機等の特性」 

なお、表１については、令和元年8月7日付け原規規発第1908073号にて認可された工事計画による。 
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１２ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法 

各施設区分共通の工事の方法を以下に示す。 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法は、「1.3 燃料体に係る工

事の手順と使用前事業者検査」、「2.1.3 燃料体に係る検査」及び「3.2 燃料体の加工に係る

工事上の留意事項」を除く。 

変更前 変更後 
発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の

方法として、原子炉設置（変更）許可を受けた事項、及び「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）の要求事項に適合するため

の設計（基本設計方針及び要目表）に従い実施する工事の手順と、それら設計や工事の手

順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は、「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。 

 

1. 工事の手順 

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査と

の関係を含め図 1 に示す。 

 

1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 2 に

示す。 

 

1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査 

燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 3に示す。 

 

2. 使用前事業者検査の方法 

構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法、機能及び性能を確認するために

十分な方法、その他発電用原子炉施設が設計及び工事の計画に従って施設されたもので

あることを確認するために十分な方法により、使用前事業者検査を図 1、図 2 及び図 3 の

フローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメント

システム」に記載したプロセスにより、抽出されたものの検査を実施する。 

また、使用前事業者検査は、検査の時期、対象、方法、検査体制に加えて、検査の内容

と重要度に応じて立会、抜取り立会、記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
2.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 

2.1.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 

構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき、表 1 に示す検査

を実施する。 

表 1 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除く）※１ 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に

係る品質マネジメ

ントシステム」に記

載したプロセスに

より、当該工事にお

ける構造、強度又は

漏えいに係る確認

事項として次に掲

げる項目の中から

抽出されたもの。 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・組立て及び据付

け状態を確認す

る検査(据付検

査) 

・状態確認検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・原子炉格納施設

が直接設置され

る基盤の状態を

確認する検査 

・建物・構築物の

構造を確認す

る検査 

材料検査 使用されている材料の化学成
分、機械的強度等が工事計画の
とおりであることを確認する。 

設工認のとおり
であること、技
術基準に適合す
るものであるこ
と。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のとおり
であり、許容寸法内であること
を確認する。 

設工認に記載さ
れている主要寸
法の計測値が、
許容寸法を満足
すること。 

外観検査 有害な欠陥がないことを確認
する。 

健全性に影響を
及ぼす有害な欠
陥がないこと。 

組立て及び据
付け状態を確
認 す る 検 査
(据付検査) 

組立て状態並びに据付け位置
及び状態が工事計画のとおり
であることを確認する。 

設工認のとおり
に組立て、据付
けされているこ
と。 

状態確認検査 評価条件、手順等が工事計画の
とおりであることを確認する。 

設工認のとおり
であること。 

耐圧検査※２ 技術基準の規定に基づく検査
圧力で所定時間保持し、検査圧
力に耐え、異常のないことを確
認する。耐圧検査が構造上困難
な部位については、技術基準の
規定に基づく非破壊検査等に
より確認する。 

検査圧力に耐
え、かつ、異常
のないこと。 

漏えい検査※２ 耐圧検査終了後、技術基準の規
定に基づく検査圧力により漏
えいの有無を確認する。なお、
漏えい検査が構造上困難な部
位については、技術基準の規定
に基づく非破壊検査等により
確認する。 

著しい漏えいの
ないこと。 

原子炉格納施
設が直接設置
される基盤の
状態を確認す
る検査 

地盤の地質状況が、原子炉格納
施設の基盤として十分な強度
を有することを確認する。 

設工認のとおり
であること。 

建物・構築物
の構造を確認
する検査 

主要寸法、組立方法、据付位置
及び据付状態等が工事計画の
とおり製作され、組み立てられ
ていることを確認する。 

設工認のとおり
であること。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

※2：耐圧検査及び漏えい検査の方法について、表１によらない場合は、基本設計方針
の共通項目として定めた「耐圧試験等」の方針によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は、技術基準第 17 条第 15 号、

第 31 条、第 48 条第 1項及び第 55条第 7 号、並びに実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適合す

るよう、以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。 

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に、「日本機械

学会 発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007）又は（JSME S NB1-

2012/2013）」（以下「溶接規格」という。）第 2部 溶接施工法認証標準及び第 3部 

溶接士技能認証標準に従い、表 2-1、表 2-2 に示す検査を行う。その際、以下のい

ずれかに該当する特殊な溶接方法は、その確認事項の条件及び方法の範囲内で①

溶接施工法に関することを確認する。 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭

和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条に基づき、通商産業大臣の認可を受け

た特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 7 月以降に、一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備

技術検査協会による確性試験により適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 

 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

 

なお、①又は②について、既に、以下のいずれかにより適合性が確認されている

ものは、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に表 2-1、表 2-2 に示す検査は要さ

ないものとする。 

① 溶接施工法に関すること 

・平成 12 年 6 月 30 日以前に電気事業法（昭和 39年法律第 170 号）に基づき

国の認可証又は合格証を取得した溶接施工法。 

・平成 12 年 7 月 1 日から平成 25 年 7 月 7 日に、電気事業法に基づく溶接事

業者検査において、各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。 

・平成 25 年 7 月 8 日以降、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき、各設置者が技術基準への適合

性を確認した溶接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和 32年法律第 166 号）における他の施設にて、認可を受

けたもの、溶接安全管理検査、使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定基準に適合

しているもの。ここで、他の施設とは、加工施設、試験研究用等原子炉施設、

使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設、特定廃棄物

管理施設をいう。 

② 溶接士の技能に関すること 

・溶接規格第 3部 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認め

られるものとして、 技術基準解釈別記-5 に示されている溶接士が溶接を行

う場合。 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が、技術基準解釈別

記-5の有効期間内に溶接を行う場合。 

 

表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工法の 

内容確認 

計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法である

ことを確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認

する。 

開先確認 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中確認 溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等

が溶接検査計画書のとおりに実施されることを確認する。 

外観確認 試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。 

溶接後 

熱処理確認 

溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合して

いることを確認する。 

浸透探傷試験 

確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面に

おける開口した欠陥の有無を確認する。 

機械試験確認 溶接部の強度、延性及び靭性等の機械的性質を確認するため、継手

引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 

断面検査確認 管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法

により目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）※1 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認さ

れた場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 

  ※1：（ ）は検査項目ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の試験内

容の確認 

検査を受けようとする溶接士の氏名、溶接訓練歴等、及びその者が行

う溶接施工法の範囲を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。 

開先確認 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中 

確認 

溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶接検査計画書のとおりであ

り、溶接条件が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 

外観確認 目視により外観が良好であることを確認する。 

浸透探傷 

試験確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面に開

口した欠陥の有無を確認する。 

機械試験 

確認 

曲げ試験を行い、欠陥の有無を確認する。 

断面検査 

確認 

管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法に

より目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）※1 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認され

た場合、当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。 

※1：（ ）は検査項目ではない。 

 

 (2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

発電用原子炉施設のうち技術基準第 17 条第 15 号、第 31 条、第 48 条第 1 項及

び第 55 条第 7号の主要な耐圧部の溶接部について、表 3-1 に示す検査を行う。 

また、以下の①又は②に限り、原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器に対し

てテンパービード溶接を適用することができ、この場合、テンパービード溶接方

法を含む溶接施工法の溶接部については、表 3-1 に加えて表 3-2 に示す検査を実

施する。 

① 平成 19 年 12 月 5 日以前に電気事業法に基づき実施された検査において溶

接後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法 

② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において、溶接後熱処理が不要と

して適合性が確認された溶接施工法 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令

（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条に基づき、通商産業大臣の許可

を受けた特殊な溶接方法 

・平成 12 年 7 月以降に、一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設

備技術検査協会による確性試験による適合性確認を受けた特殊な溶接方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
表 3-1 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法、

溶接士の確認 

適用する溶接施工法、溶接士について、表 2-1 及び表 2-2 に

示す適合確認がなされていることを確認する。 

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを

確認する。 

開先検査 開先形状、開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に

適合するものであることを確認する。 

溶接作業検査 あらかじめの確認において、技術基準に適合していることが

確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているか

を確認する｡ 

熱処理検査 溶接後熱処理の方法、熱処理設備の種類及び容量が、技術基準

に適合するものであること、また、あらかじめの確認において

技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲に

より実施しているかを確認する。 

非破壊検査 

 

溶接部について非破壊試験を行い、その試験方法及び結果が

技術基準に適合するものであることを確認する。 

機械検査 溶接部について機械試験を行い、当該溶接部の機械的性質が

技術基準に適合するものであることを確認する。 

耐圧検査※１ 

 

規定圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがない

ことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は、

可能な限り高い圧力で試験を実施し、耐圧試験の代替として

非破壊試験を実施する。 

（外観の状況確認） 

溶接部の形状、外観及び寸法が技術基準に適合することを確

認する。 

（適合確認）※2 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが

確認された場合、当該溶接部は技術基準に適合するものとす

る。 

※1：耐圧検査の方法について、表 3-1 によらない場合は、基本設計方針の共通項目

として定めた「材料及び構造等」の方針によるものとする。 

※2：（ ）は検査項目ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
表 3-2 溶接施工した構造物に対して確認する事項（テンパービード溶接を適用する場合） 

検査
項目 

検査方法及び判定基準 
同種材
の溶接 

クラッド
材の溶接 

異種材
の溶接 

バタリング
材の溶接 

材
料
検
査 

１．中性子照射 1019nvt 以上受ける設備を溶接する場合に使用する溶接材料
の銅含有量は、0.10％以下であることを確認する。 適用 適用 適用 適用 

２．溶接材料の表面は、錆、油脂付着及び汚れ等がないことを確認する。 適用 適用 適用 適用 

開
先
検
査 

１．当該施工部位は、溶接規格に規定する溶接後熱処理が困難な部位であ
ることを図面等で確認する。 

適用 適用 適用 適用 

２．当該施工部位は、過去に当該溶接施工法と同一又は類似の溶接後熱処
理が不要な溶接方法を適用した経歴を有していないことを確認する。 適用 適用 適用 適用 

３．溶接を行う機器の面は、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行い、これに
合格することを確認する。 

適用 適用 適用 適用 

４．溶接深さは、母材の厚さの2分の1以下であること。 適用 － 適用 － 

５．個々の溶接部の面積は650㎝2以下であることを確認する。 適用 － 適用 － 

６．適用する溶接施工法に、クラッド材の溶接開先底部とフェライト系母
材との距離が規定されている場合は、その寸法が規定を満足しているこ
とを確認する。 

－ 適用 － － 

７．適用する溶接施工法に、溶接開先部がフェライト系母材側へまたがっ
て設けられ、そのまたがりの距離が規定されている場合は、その寸法が
規定を満足していることを確認する。 

－ － 適用 － 

溶
接
作
業
検
査 

自動ティグ溶接を適用する場合は、次によることを確認する。     

１．自動ティグ溶接は、溶加材を通電加熱しない方法であることを確認す
る。 適用 適用 適用 適用 

２．溶接は、適用する溶接施工法に規定された方法に適合することを確認
する。 

    

①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する範囲内で施工されていること
を確認する。 適用 適用 適用 適用 

②２層目端部の溶接は、１層目溶接端の母材熱影響部（１層目溶接によ
る粗粒化域）が適切なテンパー効果を受けるよう、１層目溶接端と２
層目溶接端の距離が 1mm から 5mm の範囲であることを確認する。 

適用 － 適用 － 

③予熱を行う溶接施工法の場合は、当該施工法に規定された予熱範囲及
び予熱温度を満足していることを確認する。 適用 適用 適用 適用 

④当該施工法にパス間温度が規定されている場合は、温度制限を満足し
ていることを確認する。 

適用 適用 適用 適用 

⑤当該施工法に、溶接を中断する場合及び溶接終了時の温度保持範囲と
保持時間が規定されている場合は、その規定を満足していることを確
認する。 

適用 適用 適用 適用 

⑥余盛り溶接は、１層以上行われていることを確認する。 適用 － 適用 － 

⑦溶接後の温度保持終了後、最終層ビードの除去及び溶接部が平滑とな
るよう仕上げ加工されていることを確認する。 

適用 － 適用 － 

非
破
壊
検
査 

溶接部の非破壊検査は、次によることを確認する。     

１．１層目の溶接終了後、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合
格することを確認する。 

適用 － － － 

２．溶接終了後の試験は、次によることを確認する。     

①溶接終了後の非破壊試験は、室温状態で48時間以上経過した後に実施
していることを確認する。 適用 適用 適用 適用 

②予熱を行った場合はその領域を含み、溶接部は磁粉探傷試験又は浸透
探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 

適用 適用 適用 適用 

③超音波探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 － 適用 適用 － 

④超音波探傷試験又は２層目以降の各層の磁粉探傷試験若しくは浸透探
傷試験を行い、これに合格することを確認する。 適用 － － － 

⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行い、これに合格することを確
認する。 

－ － － 適用 

３．温度管理のために取り付けた熱電対がある場合は、機械的方法で除去
し、除去した面に欠陥がないことを確認する。 適用 適用 適用 適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
2.1.3 燃料体に係る検査 

燃料体については、以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表 4 に示す検査を実施す

る。なお、燃料体を発電用原子炉に受け入れた後は、原子炉本体として機能又は性

能に係る検査を実施する。 

(1) 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る

試験をすることができる状態になった時 

(2) 燃料要素の加工が完了した時 

(3) 加工が完了した時 

また、燃料体については構造、強度又は漏えいに係る検査を実施することによ

り、技術基準への適合性が確認できることから、構造、強度又は漏えいに係る検査

の実施をもって工事の完了とする。 

 

表 4 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体）※1 

検査項目 検査方法 判定基準 

(1) 燃料材、燃料被覆材その
他の部品の化学成分の分
析結果の確認その他これ
らの部品の組成、構造又は
強度に係る検査  

 
(2) 燃料要素に係る次の検

査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 表面汚染密度検査 
四 溶接部の非破壊検査 
五 圧力検査 
六 漏えい検査（この表の
（3）三に掲げる検査が
行われる場合を除く。）  

 
(3) 組み立てられた燃料体

に係る次の検査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 漏えい検査（この表の
（2）六に掲げる検査が
行われる場合を除く。） 

四 質量検査 

材料検査 使用されている材料の化学成
分、機械的強度等が工事計画
のとおりであることを確認す
る。 

設工認のとお
り で あ る こ
と、技術基準
に適合するも
の で あ る こ
と。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のとおり
であり、許容寸法内であるこ
とを確認する。 

外観検査 有害な欠陥等がないことを確
認する。 

表面汚染 
密度検査 

表面に付着している核燃料物
質の量が技術基準の規定を満
足することを確認する。 

溶接部の 
非破壊検査 

溶接部の健全性を非破壊検査
等により確認する。 

漏えい検査 漏えい試験における漏えい量
が、技術基準の規定を満足す
ることを確認する。 

圧力検査 初期圧力が工事計画のとおり
であり、許容値内であること
を確認する。 

質量検査 燃料集合体の総質量が工事計
画のとおりであり、許容値内
であることを確認する。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
2.2 機能又は性能に係る検査 

機能又は性能を確認するため、以下のとおり検査を行う。 

ただし、表 1の表中に示す検査により機能又は性能を確認できる場合は、表 5、表 6

又は表 7 の表中に示す検査を表 1 の表中に示す検査に替えて実施する。 

また、改造、修理又は取替の工事であって、燃料体を挿入できる段階又は臨界反応操

作を開始できる段階と工事完了時が同じ時期の場合、工事完了時として実施すること

ができる。 

構造、強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確認する検査の内容が同じ

場合は、構造、強度又は漏えいを確認する検査の記録確認をもって、機能又は性能を確

認する検査とすることができる。 

 

2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になったとき表 5 に示す検

査を実施する。 

 

表 5 燃料体を挿入できる段階の検査※1 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉に燃料

体を挿入した状態に

おいて必要なものを

確認する検査及び工

程上発電用原子炉に

燃料体を挿入する前

でなければ実施でき

ない検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入するにあた

り、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に

係る機能又は性能を試運転等により確認す

るほか、発電用原子炉施設の安全性確保の

観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入し

た状態において必要な工学的安全施設、安

全設備等の機能又は性能を当該各系統の試

運転等により確認する。 

原子炉に燃料体を

挿入するにあた

り、確認が必要な

範囲について、設

工認のとおりであ

り、技術基準に適

合するものである

こと。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査 

発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったとき、表 6

に示す検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
表 6 臨界反応操作を開始できる段階の検査※1 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉が臨界

に達する時に必要な

ものを確認する検査

及び工程上発電用原

子炉が臨界に達する

前でなければ実施で

きない検査 

発電用原子炉の出力を上げるにあたり、発

電用原子炉に燃料体を挿入した状態での確

認項目として、燃料体の炉内配置及び原子

炉の核的特性等を確認する。また、工程上

発電用原子炉が臨界に達する前でなければ

機能又は性能を確認できない設備につい

て、機能又は性能を当該各系統の試運転等

により確認する。 

原子炉の臨界反応

操作を開始するに

あたり、確認が必

要な範囲につい

て、設工認のとお

りであり、技術基

準に適合するもの

であること。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.2.3 工事完了時の検査 

全ての工事が完了したとき、表 7 に示す検査を実施する。 

表 7 工事完了時の検査※1 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉の出力

運転時における発電

用原子炉施設の総合

的な性能を確認する

検査、その他工事の完

了を確認するために

必要な検査 

工事の完了を確認するために、発電用原子

炉で発生した蒸気を用いる施設の試運転等

により、当該各系統の機能又は性能の最終

的な確認を行う。 

発電用原子炉の出力を上げた状態における

確認項目として、プラント全体での最終的

な試運転により発電用原子炉施設の総合的

な性能を確認する。 

当該原子炉施設の

供用を開始するに

あたり、原子炉施

設の安全性を確保

するために必要な

範囲について、設

工認のとおりであ

り、技術基準に適

合するものである

こと。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.3 基本設計方針検査 

基本設計方針のうち「構造、強度又は漏えいに係る検査」及び「機能又は性能に係る

検査」では確認できない事項について、表 8に示す検査を実施する。 

表 8 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 1、表 5、表 6、表 7

では確認できない事項について、基本設計

方針に従い工事が実施されたことを工事中

又は工事完了時における適切な段階で確認

する。 

「基本設計方針」

のとおりであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 

実施した工事が、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロ

セス、「1.工事の手順」並びに「2.使用前事業者検査の方法」のとおり行われているこ

との実施状況を確認するとともに、使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の

段階で作成される製造メーカ等の記録の信頼性を確保するため、表 9 に示す検査を実

施する。 

 

表 9 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメントシ

ステムに係る検査 

工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステム」

に示すプロセスのとおり実施していること

を品質記録や聞取り等により確認する。こ

の確認には、検査における記録の信頼性確

認として、基となる記録採取の管理方法の

確認やその管理方法の遵守状況の確認を含

む。 

設工認で示す「設

計及び工事に係る

品質マネジメント

システム」及び「工

事の方法」のとお

りに工事管理が行

われていること。 

 

3. 工事上の留意事項 

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事

の実施にあたっては、発電用原子炉施設保安規定を遵守するとともに、従事者及び公

衆の安全確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点から、以下に留意

し工事を進める。 

a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、周辺資機材、他の発

電用原子炉施設及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう、隔離、作業環境維

持、異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。 

b. 工事にあたっては、既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう、現場状況、

作業環境及び作業条件を把握し、作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材か

ら想定される影響を確認するとともに、隔離、火災防護、溢水防護、異物侵入防止対策、

作業管理等の必要な措置を講じる。 

c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、必要に応じて、供用

後の施設管理のための重要なデータを採取する。 

d. プラントの状況に応じて、検査・試験、試運転等の各段階における工程を管理する。 

e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、供用開始後に必要

な機能性能を発揮できるよう製造から供用開始までの間、維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 
f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行

う。 

g. 現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、放射線業務従事者に対して防護具の着

用や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。また、公衆の放

射線防護のため、気体及び液体廃棄物の放出管理については、周辺監視区域外の空気

中・水中の放射性物質濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないように

するとともに、放出管理目標値を超えないように努める。 

h. 修理の方法は、基本的に「図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を

除く）」の手順により行うこととし、機器等の全部又は一部について、撤去、切断、切

削又は取外しを行い、据付、溶接又は取付け、若しくは同等の方法により、同等仕様又

は性能・強度が改善されたものに取替を行う等、機器等の機能維持又は回復を行う。ま

た、機器等の一部撤去、一部撤去の既設端部について閉止板の取付け、蒸気発生器、熱

交換器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け若しくは同等の方法により適切な処置を

実施する。 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は、技術基準に適合するよう、安全性及び信

頼性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。 

 

3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項 

燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては、以下に留意し工事を進める。 

a. 工事対象設備について、周辺資機材、他の加工施設及び環境条件から波及的影響を受

けないよう、隔離等の必要な措置を講じる。 

b. 工事を行うことにより、他の供用中の加工施設が有する安全機能に影響を与えない

よう、隔離等の必要な措置を講じる。 

c. 工事対象設備について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを

採取する。 

d. 加工施設の状況に応じて、検査・試験等の各段階における工程を維持する。 

e. 工事対象設備について、供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう維持する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行

う。 

g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 
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変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製作工場で機能、性能検査を実施しない場合） 

※1：材料入手、加工及び組立て等は必要な場合
のみ実施する。主要な耐圧部の溶接部に係
る溶接施工は図 2 の工事フローに従い実施
する。 

※2：品質マネジメントシステムに係る検査は、
工事の数、工事期間を考慮して適切な時期
と頻度で実施する。 

※3：取外しは、発電所で機器等を取外して製作
工場で加工等を実施する場合があり、その
場合は発電所で機器等を取外した後、製作
工場の工事の手順から実施する。 

※4：立会、抜取り立会、記録確認のいずれかで
実施するかは、重要度に応じて個別の使用
前事業者検査要領書で定める。 

※1,3 

図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く） 

高浜発電所等 

製作工場 

（製作工場で機能、性能検査を実施する場合） 

機能又は性能に係る検査 

構造、強度又は漏えいに係る検査 

材料入手 

加工 

組立て 

取外し、組立て、据付、取替若しくは修理又は撤去 

機能又は性能に係る検査 

構造、強度又は漏えいに係る検査 

発電用原子炉施設 

※1 

※1 

※1 

【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査以外の

使用前事業者検査の検査項目 
（適切な時期に以下のうち必要な検査を実施） 

ａ．構造、強度又は漏えいに係る検査 
・材料検査 
・寸法検査 
・耐圧、漏えい検査 
・外観検査 
・据付検査 
・状態確認検査 
・原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態
を確認する検査 

・建物・構築物の構造を確認する検査 
ｂ．機能又は性能に係る検査 

・状態確認検査 
・特性検査 
・機能検査 
・性能検査 

ｃ．基本設計方針検査 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査 Q 

※1 
材料入手 

加工 

Q 
※2 

基本設計方針検査 

使 

使 

使 

※1 

材料入手 

加工 

組立て 
※1 

※1 

※1 

使 

使 

使 
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変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（１）溶接施工法 
  
  
  
  
（２）溶接士 

図 2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査（あらかじめ確認すべき事項） 

材料受入 

溶接作業 

ケガキ／刻印 

曲げ加工／開先加工 

開先合せ 

組立 

溶接後熱処理 

引渡し 

◇：適切な時期に設定する 

材料検査 

非破壊検査 

開先検査 

溶接作業検査 

熱処理検査 

耐圧検査 

機械検査 

溶接施工法、 
溶接士の確認 

※2 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査 
（主要な耐圧部の溶接部に対して確認すべき事項） 

※1：熱処理検
査、機械検
査等は必要
な場合のみ
実施する。 

 
※2：品質マネジ

メントシス
テムに係る
検査は、工
事の数、工
事期間を考
慮して適切
な時期と頻
度で実施す
る。 

 
※3：立会、抜取

り立会、記
録確認のい
ずれかで実
施するか
は、重要度
に応じて個
別の使用前
事業者検査
要領書で定
める。 

【凡例】 
  ：品質マネ

ジメント
システム
に係る検
査 

Q 
適合確認 

材料 
確認 

溶接後 
熱処理確認 

開先 
確認 

溶接作業中
確認 

外観 
確認 

判定 断面検査
確認 

溶接施工法
の内容確認 

浸透探傷 
試験確認 

機械試験
確認 

判定 断面検査
確認 

溶接士の試験 
内容の確認 

機械試験
確認 

  溶接施工（製作部門） 

Q 

 

材料 
確認 

開先 
確認 

溶接作業中
確認 

外観 
確認 

浸透探傷 
試験確認 

※1 ※1 

※1 

※1 
※1 

※1 

※1 

※1 
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変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：下記の加工の工程ごとに構造、強度又は
漏えいに係る検査を実施する。 

①燃料材、燃料被覆材その他の部品に
ついては、組成、構造又は強度に係る
試験をすることができる状態になっ
た時 

②燃料要素の加工が完了した時 
③加工が完了した時 

※2：燃料体を発電用原子炉に受け入れた後
は、原子炉本体として機能又は性能に係
る検査を実施する。 

※3：品質マネジメントシステムに係る検査
は、工事の数、工事期間を考慮して適切
な時期と頻度で実施する。 

※4：立会、抜取り立会、記録確認のいずれか
で実施するかは、重要度に応じて個別の使
用前事業者検査要領書で定める。 

図 3 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体） 

高浜発電所等 
製作工場 

※1 

材料入手 

加工 

組立て 

構造、強度又は漏えいに係る検査 

燃料体 

発電用原子炉施設 

使 

【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査

以外の使用前事業者検査の検査項目 
（適切な時期に以下のうち必要な検査を
実施） 

ａ．構造、強度又は漏えいに係る検査 
・材料検査 
・寸法検査 
・外観検査 
・表面汚染密度検査 
・溶接部の非破壊検査 
・漏えい検査 
・圧力検査 
・質量検査 

  ：品質マネジメントシステムに係る検査 Q 

※3 

機能又は性能に係る検査 
※2 

使 

使 

Q 
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Ⅲ．工事工程表 

今回の設計及び工事の計画は、基本設計方針（外部からの衝撃による損傷の防止）等を

変更するものであり、設備は既設設備の構造等を変更することなく継続使用するものであ

るため、現地工事を伴わない。 

今回の工事の工程は次のとおりである。 

  第1表 工事工程表  

年・月 

 

項目 

2021年 2022年 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

原子炉冷却 

系統施設 

現地工事期間 
※１  

       

検
査
及
び
使
用
前 

確
認
可
能
時
期 

工事完了時の検査をすること

ができるようになった時 

  

    
 

 

 

 ※２ 

 

品質マネジメントシステムに

係る検査をすることができる

ようになった時 

       

 

 

※１：基本設計方針等の変更であり、現地工事を伴わないため、手続き期間を示す。 

※２：基本設計方針の変更に係る検査及び使用前確認 

 

◇…◇ 

◇…◇ 
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Ⅳ．設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

当社は、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成し及び維

持するための活動を行う仕組みを含めた原子炉施設の設計、工事及び検査段階から運転段階に

係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「高浜発電所原子炉

施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定

品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）

は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、設計及び工事に係る具体的な品質管理

の方法、組織等の計画された事項を示したものである。 

 

2. 適用範囲・定義 

2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は、高浜発電所４号機原子炉施設の設計、工事及び検査に係る保安活

動に適用する。 

 

2.2 定 義 

設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネジメントシステ

ム計画に従う。 

(1) 実用炉規則 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商産業省令

第 77 号）をいう。 

(2) 技術基準規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原

子力規制委員会規則第 6 号）をいう。 

(3) 実用炉規則別表第二対象設備 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商産業省令

第 77 号）の別表第二「設備別記載事項」に示された設備をいう。 

(4) 適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき、技術基準規則への適合性を

確保するために必要となる設備をいう。 

 

3. 設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、保安規定品質マネジメントシステム
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計画に基づき以下のとおり実施する。 

 

3.1 設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設計、工事及び検査は、本店組織及び発電所組織で構成する体制で実施する。 

設計、工事及び検査に係る組織は、担当する設備に関する設計、工事及び検査について責

任と権限を持つ。 

 

3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり行

う。 

設計・調達の管理に係るグレード分け（原子炉施設） 

重要度※ グレードの区分 

次のいずれかに該当する工事 

○クラス1の設備に係る工事 

○クラス2の設備に係る工事 

・クラス2の設備のうち、「安全設計審査指針」でいう「重要

度の特に高い安全機能を有する系統」は、クラス1に分類 

○クラス3の設備及びその他の設備のうち、発電への影響度区分が

R3「その故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備」

を除く設備に係る工事 

Aクラス 

又は 

Bクラス 

上記以外の設備に係る工事 Cクラス 

※：上記の「クラス1～3」は、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」のクラス1～3であり、発電への影響度区分との関係は以下のとおり。 

 

発電への 

影響度区分 

安全上の機能別重要度区分 

クラス1 クラス2 クラス3 
その他 

PS-1 MS-1 PS-2 MS-2 PS-3 MS-3 

R1 

A 
B 

R2 

R3  C 

R1：その故障により発電停止となる設備 

R2：その故障がプラント運転に重大な影響を及ぼす設備（R1を除く） 

R3：上記以外でその故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備 

 

設計・調達の管理に係るグレード分け（原子炉施設のうち重大事故等対処施設） 

重要度 グレードの区分 

○特定重大事故等対処施設 

○重大事故等対処設備（常設設備） 
SA常設 

○重大事故等対処設備（可搬設備） 

SA可搬（工事等含む） 

又は 

SA可搬（購入のみ） 
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3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計、工事及び検査の流れを第 3.2-1 図に示すとともに、設計、工事及

び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第 3.2-1 表に示す。 

なお、実用炉規則別表第二対象設備のうち、設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合

は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可

された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合し

ていることを確認する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、第 3.2-1 表に示す

「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査

（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、本店組織及び発電所組織で当該設備

の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち、主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る品質管

理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 

設工認における調達管理の方法」に示す管理（第 3.2-1 表における「3.3.3(1) 基本設計方

針の作成（設計 1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち、必要な事項を適

用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスの

とおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。 
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第 3.2-1 表 設工認における設計、工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネ
ジメントシステム
計画の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管
理の方法 

7.3.1 設計開発計
画 

適合性を確保するために必要な設計
を実施するための計画 

3.3.1 
※ 

適合性確認対象設
備に対する要求事
項の明確化 

7.3.2 設計開発に
用いる情報 

設計に必要な技術基準規則等の要求
事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必
要な適合性確認対
象設備の選定 

技術基準規則等に対応するための設
備・運用の抽出 

3.3.3(1) 
※ 

基本設計方針の作
成（設計 1） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針の
作成 

3.3.3(2) 
※ 

適合性確認対象設
備の各条文への適
合性を確保するた
めの設計（設計 2） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計の
実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプッ
トに対する検証 

7.3.5 設計開発の
検証 

基準適合性を確保するための設計の
妥当性のチェック 

3.3.4 
※ 

設計における変更 7.3.7 設計開発の
変更の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 
※ 

設工認に基づく具
体的な設備の設計
の実施（設計 3） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 
7.3.5 設計開発の
検証 

設工認を実現するための具体的な設
計 

3.4.2 
具体的な設備の設
計に基づく工事の
実施 

― 
適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 

使用前事業者検査
での確認事項 

― 

適合性確認対象設備が、認可された設
工認に記載された仕様及びプロセス
のとおりであること、技術基準規則に
適合していること 

3.5.2 

使用前事業者検査
の計画 

― 

適合性確認対象設備が、認可された設
工認に記載された仕様及びプロセス
のとおりであること、技術基準規則に
適合していることを確認する計画と
方法の決定 

3.5.3 
検査計画の管理 

― 
使用前事業者検査を実施する際の工
程管理 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶
接部に係る使用前
事業者検査の管理 

― 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用前
事業者検査を実施する際のプロセス
の管理 

3.5.5 

使用前事業者検査
の実施 

7.3.6 設計開発の
妥当性確認 
8.2.4 機器等の検
査等 

適合性確認対象設備が、認可された設
工認に記載された仕様及びプロセス
のとおりであること、技術基準規則に
適合していることを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調
達管理の方法 

7.4 調達 
8.2.4 機器等の検
査等 

適合性確認に必要な、設計、工事及び
検査に係る調達管理 

※：「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階における

レビュー」の各段階を示す。 
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第 3.2-1 図  設工認として必要な設計、工事及び検査の流れ 

3.3.3(1)

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

発電用原子炉設置変更許可申請書（本文）、

設置許可基準規則・技術基準規則及びその解釈

各条文の対応に必要な

適合性確認対象設備の

選定

基本設計方針の作成

（設計1）

使用前事業者検査の計画※２

設工認における調達管理の方法

適合性確認対象設備の各条文への適合性を

確保するための設計（設計2）

設計※1

（設工認申請書作成に係る活動の計画とその実績を「設計」として記載）

工事及び検査

（バックフィット制度における設工認申請上では、各要求事項に対する

使用前事業者検査、必要な追加工事又は継続中工事の計画を「工事」として記載）

使用前事業者検査

バックフィット制度における設工認申請上の「設計」とは、要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計1）し、既に設置されている設備の状況を念頭

に置きながら、適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計2）を行う業務をいう。

また、この設計の結果を基に、設工認として申請が必要な範囲について、設工認申請書にまとめる。

条文ごとに適合性確認対象設備が技術基準規則に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む。）の決定とその実施を使用前事業者検査の計画と

して明確にする。

※1：

※2：

検査計画の管理

主要な耐圧部の溶接部に

係る使用前事業者検査の

管理

使用前事業者検査の実施

3.3.1 3.3.2

3.3.3(2)

3.5.2

対象設備の現状

（設計実績）

設
工
認
に
基
づ
く
具
体
的
な
設
備
の
設
計
の
実
施
（
設
計
3
）

3.5.3、3.5.4、3.5.5

完成図書

既工認

承認申請図書、決定図書

対象設備の現状

（工事実績）

検査・試験記録

（定期事業者検査、自主検査、

定期試験等）

完成図書

承認申請図書、決定図書

具
体
的
な
設
備
の
設
計
に
基
づ
く
工
事
の
実
施

3.6

3.4.1 3.4.2

設工認の範囲

必要に応じ実施する業務の流れ

：

：

設工認における調達管理の方法

3.6

委託報告書

現場確認結果

（ウォークダウン） 現場確認結果

（ウォークダウン）

3.3.3(3)

設計のアウトプットに対する検証

工事の方法
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3.3 設計に係る品質管理の方法 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するため

に必要な要求事項を明確にする。 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、追加・変更となる適合性

確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則への適合性を確保するために、実際に

使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて、適合性確認対象設備として抽

出する。 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保す

るための設計を以下のとおり実施する。 

(1) 基本設計方針の作成（設計 1） 

「設計 1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、

必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2） 

「設計 2」として、「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備

に必要な詳細設計を実施する。 

なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手

計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は、設計 1 及び設計 2 の結果について、適合性確認を実施し

た者の業務に直接関与していない上位職位の者に検証を実施させる。 

 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響

を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、設工認に基づく設備の具体的な設計（設

計 3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。 

また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用し
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て実施する。 

 

3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかにより、設工認に基づ

く製品実現のための設備の具体的な設計（設計 3）を実施する。 

・自社で設計する場合 

・「設計 3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、発電所組織の工事を主管する

箇所の長が調達管理として「設計 3」を管理する場合 

・「設計 3」を発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達し、かつ、調達管理として「設

計 3」を管理する場合 

・「設計 3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、かつ、調達管理として「設計

3」を管理する場合 

 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方

法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施す

る。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプ

ロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に

基づく使用前事業者検査を計画し、工事実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと、

実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及び

プロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために以下の

項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）」及

び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工

事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち、①を第 3.5-1 表に示す検査として、②を品質マネジメントシステ

ムに係る検査（以下「QA 検査」という。）として実施する。 
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②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 主要

な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実

施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査に追加する。 

また、QA 検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の、記録の

信頼性確認を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕

様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、

使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並

びに第 3.5-1 表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画

を策定する。 

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、

使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていないこと

を総合的に確認するため、定格熱出力一定運転時の主要パラメータを確認することによる

使用前事業者検査（負荷検査）の計画を必要に応じて策定する。 

また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査概要及び判定

基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。 

 

3.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業者検査を適切な段

階で実施するため、関係箇所と調整のうえ検査計画を作成する。 

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理

する。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

主要な耐圧部の溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを

踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び

監視を行う。 

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施

工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施

に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を実
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施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は、組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された

仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するた

め「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を

実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。 

実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定す

る。 

(4) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確

立された検査体制のもとで、使用前事業者検査を実施する。 
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第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設備 
設計 

要求 

設置 

要求 

名称、取付箇

所、個数、設置

状態、保管状態 

設計要求どおりの名称、取

付箇所、個数で設置されて

いることを確認する。 

据付検査 

状態確認検査 

外観検査 

機能 

要求 

材料、寸法、耐

圧・漏えい等の

構造、強度に係

る仕様（要目

表） 

要目表の記載どおりである

ことを確認する。 

材料検査 

寸法検査 

建物・構築物構造検査 

外観検査 

据付検査 

状態確認検査 

耐圧検査 

漏えい検査 

特性検査 

機能・性能検査 

系統構成、系統

隔離、可搬設備

の接続性 

実際に使用できる系統構成

になっていることを確認す

る。 

上記以外の所

要の機能要求

事項 

目的とする機能・性能が発

揮できることを確認する。 

評価 

要求 

解析書のイン

プット条件等

の要求事項 

評価条件を満足しているこ

とを確認する。 

内容に応じて、評価条

件を設置要求、機能要

求の検査を適用 

運用 運用要求 

手順確認 （保安規定） 

手順化されていることを確

認する。 

状態確認検査 
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3.6 設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管

理を実施する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術

的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力の安全に及ぼす影

響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要

度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係るグレード分け

を適用する。 

(1) 調達文書の作成 

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム

計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者

の業務実施状況を適切に管理する。（「(2) 調達製品の管理」参照） 

調達を主管する箇所の長は、一般汎用品を原子炉施設に使用するに当たって、当該一

般汎用品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で検査

を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があるこ

とを供給者へ要求する。 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品

が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を

満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。 

調達を主管する箇所の長は、供給先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証

の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。 
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3.6.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化

を育成し及び維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するた

めに、請負会社他品質監査を実施する。 

 

3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録 

設計、工事及び検査に係る組織の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、

保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを適切

に管理する。 

 (2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合の管

理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計、工事及び検査

に用いる場合、供給者の品質保証能力の確認、かつ、対象設備での使用が可能な場合に

おいて、適用可能な図書として扱う。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録は、上記(1)、

(2)を用いて実施する。 

 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計量器の管理 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、保安規定品質マ

ネジメントシステム計画に従い、設計及び工事、検査で使用する計量器について、校正・

検証及び識別等の管理を実施する。 

(2) 機器、弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は、機器、弁及び配管等について、保安規定品質マネジメン

トシステム計画に従った管理を実施する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については、保安規定品質マ

ネジメントシステム計画に基づき処置を行う。 
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4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の工事は、保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施する。 
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Ⅴ．変更の理由 

 

大山火山の大山生竹テフラの噴出規模を見直し、降下火砕物の最大層厚を変更することに伴

い、実用発電用原子炉施設の基本設計方針等の変更を行う。 
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Ⅵ．添付書類 

 

１．添付資料 
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１．添付資料 

 

資料１ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

 

資料２ 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

 

資料３ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する

説明書 

 

資料４ 強度に関する説明書 

 

資料５ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 
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資料１－１ 発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性 
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4. 発電用原子炉の設置の許可との整合性 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

ロ．発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造  ······································  T4-添1-1-ﾛ-1 

(ⅰ) a. 設計基準対象施設 
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1. 概要 

本資料は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）

第43条の3の8第1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが法第43条の

3の9第3項第1号で認可基準として規定されており、当該基準に適合することを説明するもの

である。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が高浜発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書（令和３年５月１９日

付け原規規発第2105196号までに許可された発電用原子炉設置変更許可申請書）（以下「設置

許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを、設置許可申請書との整

合性により示す。 

設置許可申請書との整合性は、設置許可申請書「本文（五号）」と設計及び工事の計画の

うち「基本設計方針」について示す。 

なお、変更の工事において、変更に係る内容が許可の際の申請書等の記載事項でない場合

においては、許可に抵触するものでないため、本資料には記載しない。 

 

3. 記載の基本事項 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「本文」、「添付書類八」、「設計及び工事の

計画」、「整合性」及び「備考」を記載する。 

 

(2) 説明書の記載順は、「本文（五号）」に記載する順とする。 

 

(3) 設置許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで

明示する。表記等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設計及び工事

の計画が設置許可申請書と整合していることを明示する。 

 

(4) 「本文（五号）」との整合性に関する補足説明は原則として「整合性」欄に記載する。欄

内に記載しきれないものについては別途、二重枠囲みにより記載する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．発電用原子炉の設置の許可との整合性 
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設置許可申請書（本文） 設置許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 

五．発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

ロ．発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本原子炉施設は、(1) 耐震構造、(2) 耐津波構造に加え、以

下の基本的方針の基に安全設計を行う。 

a. 設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

＜中略＞ 

 

 

(a-2) 安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機

能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した最大層厚

27cm、粒径 1mm 以下、密度 0.7g/cm3（乾燥状態）～1.5g/cm3

（湿潤状態）の降下火砕物に対し、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.9 火山防護に関する基本方針 

1.9.1 設計方針 

1.9.1.3 設計条件の設定 

1.9.1.3.1 設計条件に用いる降下火砕物の設定 

(1) 降下火砕物の層厚、密度及び粒径の設定 

地質調査結果に文献調査結果も参考にして、高浜発電所の敷

地において考慮する火山事象としては、「添付書類六 8.火山」

に示すとおり、最大層厚 27cm、粒径 1mm 以下、密度 0.7g/cm3

（乾燥状態）～1.5g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物を設計条件

として設定する。 

 

【原子炉冷却系統施設】 

（基本設計方針） 「共通項目」 

２．自然現象 

２．３ 外部からの衝撃による損傷の防止 

２．３．１ 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

２．３．１．３ 設計方針 

（１）自然現象 

ｂ．火山 

＜中略＞ 

（ａ）防護設計における降下火砕物の特性の設定 

設計に用いる降下火砕物は、設置（変更）許可を受けた最大層厚 27cm、

粒径 1mm 以下、密度 0.7g/cm３（乾燥状態）～1.5g/cm３（湿潤状態）と設

定する。 
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設置許可申請書（本文） 設置許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 

 

 

その直接的影響である①構造物への②静的負荷に対して

安全裕度を有する設計とすること、水循環系の閉塞に対して

狭隘部等が閉塞しない設計とすること、換気系、電気系及び

計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物

が侵入しにくい設計とすること、水循環系の内部における磨

耗及び換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響

（磨耗）に対して磨耗しにくい設計とすること、構造物の化

学的影響（腐食）、水循環系の化学的影響（腐食）及び換気系、

電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐食）に対して

短期での腐食が発生しない設計とすること、発電所周辺の大

気汚染に対して中央制御室の換気空調系は降下火砕物が侵

入しにくく、さらに外気を遮断できる設計とすること、計装

盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機構を有する計装盤

の設置場所の換気空調系は降下火砕物が侵入しにくく、さら

に外気を遮断できる設計とすることにより、安全機能を損な

うことのない設計とする。また、降下火砕物の間接的影響で

ある 7日間の外部電源喪失、発電所外での交通の途絶による

アクセス制限事象に対し、発電所の安全性を維持するために

必要となる電源の供給が継続でき、安全機能を損なうことの

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

1.9.1.6 設計対象施設の設計 

1.9.1.6.1 直接的影響に対する設計方針 

直接的影響については、設計対象施設の構造や設置状況等（形

状、機能、外気吸入や海水通水の有無等）を考慮し、想定される

各影響因子に対して、影響を受ける各設計対象施設が安全機能を

損なうことのない設計とする。 

(1) 荷重 

a. 構造物への静的負荷 

設計対象施設のうち、構造物への静的負荷を考慮すべき施設

は、以下に示すとおり、降下火砕物が堆積しやすい屋根構造を

有する建屋及び屋外施設である。 

・外部しゃへい建屋、外周建屋、燃料取扱建屋、原子炉補助

建屋、中間建屋、ディーゼル発電機建屋、燃料取替用水タ

ンク建屋 

・復水タンク、海水ポンプ 

当該施設の許容荷重が、降下火砕物による荷重に対して安全

裕度を有することにより、構造健全性を失わず安全機能を損な

うことのない設計とする。 

＜中略＞ 

1.9.1.5.1 直接的影響因子 

＜中略＞ 

c. その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組合せ 

降下火砕物と火山以外の自然現象の組合せについては、荷

重の影響において、降下火砕物、風（台風）及び積雪による

組合せを考慮する。 

 

イ．直接的影響に対する設計方針 

（イ）構造物への②荷重 

①防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス

３（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する施設（以

下「クラス３に属する施設」という。）のうち、屋外に設置している施設、

並びに防護対象施設を内包し降下火砕物からその施設を防護する建屋で、

降下火砕物が堆積しやすい屋根構造を有する施設については、降下火砕物

を除去することにより、②降下火砕物による荷重並びに火山と組み合わせ

る積雪及び風（台風）の荷重を短期的な荷重として考慮し、短期的な荷重

に対して安全機能を損なうおそれがないよう構造健全性を維持する設計

とする。 

なお、荷重により構造健全性を失わないよう、降灰時には当該施設に堆

積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。 

屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物

による短期的な荷重により機能を損なわないように、降下火砕物による組

合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とす

る。 

屋外の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物

による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することに

より、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない設計とする。 

なお、必要な機能が損なわれるおそれがないよう、降灰時には屋外の重

大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定

める。 

 

 

 

①工事の計画の①は、設

置変更許可申請書(本文)

の「構造物」を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

②工事の計画の②は、設

置変更許可申請書（本文）

を具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－２ 発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（十一号）」との整合性 
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- T4-添1-2-1 - 

1. 概要 

本資料は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」とい

う。）第43条の3の8第1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが法

第43条の3の9第3項第1号で認可基準として規定されており、当該基準に適合することを説

明するものである。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が高浜発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書（令和３年５月１９

日付け原規規発第2105196号までに許可された発電用原子炉設置変更許可申請書）（以下

「設置許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを、設置許可申請

書との整合性により示す。 

設置許可申請書との整合性は、設置許可申請書「本文（十一号）」と設計及び工事の計

画のうち「Ⅳ．設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」について示す。 

 

3. 記載の基本事項 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「本文」、「設計及び工事の計画」、「整合

性」及び「備考」を記載する。 

 

(2) 説明書の記載順は、「本文（十一号）」に記載する順とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 発電用原子炉の設置の許可との整合性 



発電用原子炉の設置の許可との整合性 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
十一、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項を以下のとおりとする。 

 
Ａ．１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 
 

1. 目的 
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は、発電所の安全

を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品
質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」という。）に基
づく品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改

善することを目的とする。 
 
 

 
 
 

2. 適用範囲 
品質管理に関する事項は、高浜発電所の保安活動に適用する。 

 

 
 
 

 
3. 定義 

品質管理に関する事項における用語の定義は、次に掲げるもののほか品管

規則に従う。 
(1) 原子炉施設 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の

５第２項第５号に規定する発電用原子炉施設をいう。 
(2) 原子力部門 

当社の品質マネジメントシステムに基づき、原子炉施設を運営管理（運

転開始前の管理を含む。）する各組織（組織の最小単位）の総称をいう。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 
当社は、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全

文化を育成し及び維持するための活動を行う仕組みを含めた原子炉施設の設

計、工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための
品質マネジメントシステムを確立し、「高浜発電所原子炉施設保安規定」（以
下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規

定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。 
「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管

理計画」という。）は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、

設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を示
したものである。 

 

2.適用範囲・定義 
2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は、高浜発電所４号機原子炉施設の設計、工事及び検

査に係る保安活動に適用する。 
 
 

 
2.2 定 義 

設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従う。 
(1) 実用炉規則 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年12月28日

通商産業省令第77号）をいう。 
(2) 技術基準規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成

25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）をいう。 
(3) 実用炉規則別表第二対象設備 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年12月28日

通商産業省令第77号）の別表第二「設備別記載事項」に示された設備
をいう。 

(4) 適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき、技術基準
規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

設置許可申請書（本文（十一号））において、設計
及び工事の計画の内容は以下のとおり満足してい

る。 
 
 

 
設計及び工事の計画では、高浜発電所原子炉施設

保安規定に品質マネジメントシステム計画を定め、

その品質マネジメントシステム計画に従い設工認品
質管理計画を定めていることから整合している。（以
下、設置許可申請書（本文十一号）に対応した設計

及び工事の計画での説明がない箇所については、保
安規定品質マネジメントシステム計画にて対応して
いることを以て整合している。） 

 
 
 

 
 

設計及び工事の計画の適用範囲は、設置許可申請

書（本文十一号）の適用範囲に示す高浜発電所の保
安活動に包含されていることから整合している。 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画の用語の
定義に従っていることから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
 
4. 品質マネジメントシステム 

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 
(1) 原子力部門は、品質管理に関する事項にしたがって、品質マネジメント

システムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その

改善を継続的に行う。 
(2) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを

確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮する。 

a. 原子炉施設、組織、又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 
b. 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安
全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の

大きさ 
c. 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不
適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響 

(3) 原子力部門は、原子炉施設に適用される関係法令（以下「関係法令」と
いう。）を明確に認識し、品管規則に規定する文書その他品質マネジメン
トシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文書」と

いう。）に明記する。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
3. 設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、保安規定品質マネ
ジメントシステム計画に基づき以下のとおり実施する。 

 

 
3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要性に応じて以

下のとおり行う。 
設計・調達の管理に係るグレード分け（原子炉施設） 

重要度※ グレードの区分 

次のいずれかに該当する工事 

○クラス1の設備に係る工事 

○クラス2の設備に係る工事 

・クラス2の設備のうち、「安全設計審査指針」でいう「重要

度の特に高い安全機能を有する系統」は、クラス1に分類 

○クラス3の設備及びその他の設備のうち、発電への影響度区

分がR3「その故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさ

ない設備」を除く設備に係る工事 

Aクラス 

又は 
Bクラス 

上記以外の設備に係る工事 Cクラス 

※：上記の「クラス1～3」は、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度
分類に関する審査指針」のクラス1～3であり、発電への影響度区分との関

係は以下のとおり。 

発電への 

影響度区分 

安全上の機能別重要度区分 

クラス1 クラス2 クラス3 
その他 

PS-1 MS-1 PS-2 MS-2 PS-3 MS-3 

R1 

A 
B 

R2 

R3  C 

R1：その故障により発電停止となる設備 

R2：その故障がプラント運転に重大な影響を及ぼす設備（R1を除く） 
R3：上記以外でその故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備 

 

設計・調達の管理に係るグレード分け（原子炉施設のうち重大事故等対処施設） 

重要度 グレードの区分 

○特定重大事故等対処施設 
○重大事故等対処設備（常設設備） 

SA常設 

○重大事故等対処設備（可搬設備） 
SA可搬（工事等含む） 

又は 

SA可搬（購入のみ） 

 

 
 
 

 
3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力の安

全に及ぼす影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレー
ド分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 
業務の実施に際し、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係る

グレード分けを適用する。 

 

 
設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い品
質管理を行うことから整合している。 

 
設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設
計のグレード分けを行うことから整合している。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調
達のグレード分けを行うことから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
 
(4) 原子力部門は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にす

るとともに、そのプロセスを原子力部門に適用することを決定し、次に掲
げる業務を行う。 
a. プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成され

る結果を文書で明確にする。 
b. プロセスの順序及び相互の関係を明確にする。 
c. プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な原子力部門の保安活

動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標
に係る判定基準を明確に定める。 

d. プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に

必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限の明確
化を含む。）。 

e. プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし、監視測定するこ

とが困難である場合は、この限りでない。 
f. プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための
措置を講ずる。 

g. プロセス及び原子力部門の体制を品質マネジメントシステムと整合的
なものとする。 

h. 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた

場合には、原子力の安全が確保されるようにする。 
(5) 原子力部門は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。 
(6) 原子力部門は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。 

以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセス
を外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているように
する。 

(7) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 
 
4.2 品質マネジメントシステムの文書化 

4.2.1 一般 
原子力部門は、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該

文書に規定する事項を実施する。 

(1) 品質方針及び品質目標 
(2) 品質マニュアル 
(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするた

めに、原子力部門が必要と決定した文書 
(4) 品管規則の要求事項に基づき作成する手順書、指示書、図面等（以下
「手順書等」という。） 

 
4.2.2 品質マニュアル 

原子力部門は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。 

(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 
(2) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 
(3) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 
(5) プロセスの相互の関係 

 

4.2.3 文書の管理 
(1) 原子力部門は、品質マネジメント文書を管理する。 
(2) 原子力部門は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジ

メント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる
事項を定めた手順書等を作成する。 
a. 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発

行を承認すること。 
b. 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録 
設計、工事及び検査に係る組織の長は、設計、工事及び検査に係る文書

及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基
づき作成し、これらを適切に管理する。 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計、工事及び検査に

用いる場合の管理 
設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計、

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い文
書管理を行うことから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。 

c. 品質マネジメント文書の審査及び評価には、その対象となる文書に定

められた活動を実施する原子力部門内における各組織の要員を参画させ
ること。 

d. 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるよ

うにすること。 
e. 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該
文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。 

f. 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することがで
きるようにすること。 

g. 原子力部門の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その

配付を管理すること。 
h. 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。こ
の場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、

これを識別し、管理すること。 
 
4.2.4 記録の管理 

 (1) 原子力部門は、品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び
品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするととも
に、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検

索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理
する。 

(2) 原子力部門は、(1)の記録の識別､保存､保護､検索及び廃棄に関し、所要

の管理の方法を定めた手順書等を作成する｡ 
 
5. 経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 
社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って

品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性

を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証する。 
(1) 品質方針を定めること。 
(2) 品質目標が定められているようにすること。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるよう
にすること。 

(4) 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

(5) 資源が利用できる体制を確保すること。 
(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を

要員に周知すること。 

(7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを、要
員に認識させること。 

(8) すべての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優

先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。 
 
5.2 原子力の安全の確保の重視 

社長は、原子力部門の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務
等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれ
ないようにする。 

 
5.3 品質方針 

社長は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

(1) 原子力部門の目的及び状況に対して適切なものであること。 
(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長

が責任を持って関与すること。 

(3) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 
(4) 要員に周知され、理解されていること。 

工事及び検査に用いる場合、供給者の品質保証能力の確認、かつ、対象設
備での使用が可能な場合において、適用可能な図書として扱う。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 
使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録

は、上記(1)、(2)を用いて実施する。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与す

ること。 

 
5.4 計画 
5.4.1 品質目標 

(1) 社長は、原子力部門内における各組織において、品質目標（個別業務等
要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が定められているように
する。 

(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、
品質方針と整合的なものとなるようにする。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 
(1) 社長は、品質マネジメントシステムが4.1の規定に適合するよう、その

実施に当たっての計画が策定されているようにする。 
(2) 社長は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施され

る場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維
持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じ

て、次に掲げる事項を適切に考慮する。 
a. 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得
る結果 

b. 品質マネジメントシステムの実効性の維持 
c. 資源の利用可能性 
d. 責任及び権限の割当て 

 
5.5 責任、権限及びコミュニケーション 
5.5.1 責任及び権限 

社長は、原子力部門内における各組織及び要員の責任及び権限並びに原
子力部門内における各組織相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員
が責任を持って業務を遂行できるようにする。 

 
 
 

 
5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 

(1) 社長は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業

務に係る責任及び権限を与える。 
a. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されて
いるようにすること。 

b. 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性につい
て、社長に報告すること。 

c. 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の

確保についての認識が向上するようにすること。 
d. 関係法令を遵守すること。 

 

5.5.3 管理者 
(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管理者」

という。）に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与え

る。 
a. 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が
維持されているようにすること。 

b. 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにするこ
と。 

c. 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

d. 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。 
e. 関係法令を遵守すること。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.1 設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。） 

設計、工事及び検査は、本店組織及び発電所組織で構成する体制で実施す
る。 

設計、工事及び検査に係る組織は、担当する設備に関する設計、工事及び

検査について責任と権限を持つ。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき高浜発電所原子炉施設保安規定に
品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マ
ネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画

にて設計、工事及び検査に係る組織を定めているこ
とから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
(2) 管理者は、(1)の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のための

リーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 
a. 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施
状況を監視測定すること。 

b. 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全へ

の取組を積極的に行えるようにすること。 
c. 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に
確実に伝達すること。 

d. 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、
要員が、積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるように
すること。 

e. 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 
 (3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定めら

れた間隔で行う。 

 
5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

(1) 社長は、原子力部門の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立され

ているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する
情報が確実に伝達されるようにする。 

 

5.6 マネジメントレビュー 
5.6.1 一般 

(1) 社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善

の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメ
ントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）を、あら
かじめ定められた間隔で行う。 

 
5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報 

原子力部門は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる

情報を報告する。 
(1) 内部監査の結果 
(2) 原子力部門の外部の者の意見 

(3) プロセスの運用状況 
(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」と

いう。）並びに自主検査等の結果 

(5) 品質目標の達成状況 
(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況 
(7) 関係法令の遵守状況 

(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 
(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

(11) 原子力部門内における各組織又は要員からの改善のための提案 
(12) 資源の妥当性 
(13) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 

 
 

5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

(1) 原子力部門は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に
掲げる事項について決定する。 
a. 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 

b. 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善 
c. 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために
必要な資源 

d. 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 
e. 関係法令の遵守に関する改善 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



発電用原子炉の設置の許可との整合性 

- T4-添1-2-8 - 

設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
(2) 原子力部門は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管

理する。 

(3) 原子力部門は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。 
 
6. 資源の管理 

6.1 資源の確保 
原子力部門は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる

資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。 

(1) 要員 
(2) 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系 
(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 
 
6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 

(1) 原子力部門は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した
結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力（以
下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。 

(2) 原子力部門は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じ
て、次に掲げる業務を行う。 
a. 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

b. 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。 
c. 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。 
d. 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているよう

にすること。 
(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 
(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

(c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 
e. 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管

理すること。 

 
7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 
7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1) 原子力部門は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定すると
ともに、そのプロセスを確立する。 

(2) 原子力部門は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業

務等要求事項との整合性を確保する。 
(3) 原子力部門は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」とい

う。）の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。 

a. 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更によ
り起こり得る結果 

b. 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

c. 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資
源 

d. 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの

個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下「合否判定
基準」という。） 

e. 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業

務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 
(4) 原子力部門は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適

したものとする。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
 
7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス 

7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 
原子力部門は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定め

る。 

a. 原子力部門の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業
務に必要な要求事項 

b. 関係法令 

c. a. b.に掲げるもののほか、原子力部門が必要とする要求事項 
 
7.2.2 個別業務等要求事項の審査 

(1) 原子力部門は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじ
め、個別業務等要求事項の審査を実施する。 

(2) 原子力部門は、個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり、次に掲

げる事項を確認する。 
a. 当該個別業務等要求事項が定められていること。 
b. 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事

項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。 
c. 原子力部門が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合する
ための能力を有していること。 

(3) 原子力部門は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講
じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

(4) 原子力部門は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、 

関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更
後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

 

7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 
原子力部門は、原子力部門の外部の者からの情報の収集及び原子力部門

の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、こ

れを実施する。 
 
7.3 設計開発 

7.3.1 設計開発計画 
(1) 原子力部門は、設計開発（専ら原子炉施設において用いるための設計開

発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）を策定するととも

に、設計開発を管理する。 
(2) 原子力部門は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確に

する。 

a. 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度 
b. 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並

びに管理体制 

c. 設計開発に係る各組織及び要員の責任及び権限 
d. 設計開発に必要な原子力部門の内部及び外部の資源 

(3) 原子力部門は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割

当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管
理する。 

(4) 原子力部門は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行

に応じて適切に変更する。 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計、工事及び検査の流れを第3.2-1図に示すとともに、
設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との

関係を第3.2-1表に示す。 
なお、実用炉規則別表第二対象設備のうち、設工認申請（届出）が不要な

工事を行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設

計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、第
3.2-1表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごと
のアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとと

もに、記録を管理する。 
なお、設計の各段階におけるレビューについては、本店組織及び発電所組

織で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち、主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計
に係る品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事
業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理

（第3.2-1表における「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設
工認における調達管理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事
及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとお

りであること、技術基準規則に適合していることを確認する。 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき高浜発電所原子炉施設保安規定に

品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マ
ネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画
にて設計、工事及び検査に係る組織を定めているこ

とから整合している。 
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第3.2-1表 設工認における設計、工事及び検査の各段階 

各段階 

保安規定品質マネ

ジメントシステム

計画の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理

の方法 

7.3.1 設計開発計

画 

適合性を確保するために必要な

設計を実施するための計画 

3.3.1 

※ 

適合性確認対象設備

に対する要求事項の

明確化 

7.3.2 設計開発に

用いる情報 

設計に必要な技術基準規則等の

要求事項の明確化 

3.3.2 

各条文の対応に必要

な適合性確認対象設

備の選定 

技術基準規則等に対応するため

の設備・運用の抽出 

3.3.3(1) 

※ 

基本設計方針の作成

（設計 1） 

7.3.3 設計開発の

結果に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方

針の作成 

3.3.3(2) 

※ 

適合性確認対象設備

の各条文への適合性

を確保するための設

計（設計 2） 

7.3.3 設計開発の

結果に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設

計の実施 

3.3.3(3) 

設計のアウトプット

に対する検証 

7.3.5 設計開発の

検証 

基準適合性を確保するための設

計の妥当性のチェック 

3.3.4 

※ 

設計における変更 7.3.7 設計開発の

変更の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 

※ 

設工認に基づく具体

的な設備の設計の実

施（設計 3） 

7.3.3 設計開発の

結果に係る情報 

7.3.5 設計開発の

検証 

設工認を実現するための具体的

な設計 

3.4.2 
具体的な設備の設計

に基づく工事の実施 
― 

適合性確認対象設備の工事の実

施 

3.5.1 

使用前事業者検査で

の確認事項 

― 

適合性確認対象設備が、認可さ

れた設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであるこ

と、技術基準規則に適合してい

ること 

3.5.2 

使用前事業者検査の

計画 

― 

適合性確認対象設備が、認可さ

れた設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであるこ

と、技術基準規則に適合してい

ることを確認する計画と方法の

決定 

3.5.3 
検査計画の管理 

― 
使用前事業者検査を実施する際

の工程管理 

3.5.4 

主要な耐圧部の溶接

部に係る使用前事業

者検査の管理 

― 

主要な耐圧部の溶接部に係る使

用前事業者検査を実施する際の

プロセスの管理 

3.5.5 

使用前事業者検査の

実施 

7.3.6 設計開発の

妥当性確認 

8.2.4 機器等の検

査等 

適合性確認対象設備が、認可さ

れた設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであるこ

と、技術基準規則に適合してい

ることを確認 

調
達 3.6 

設工認における調達

管理の方法 

7.4 調達 

8.2.4 機器等の検

査等 

適合性確認に必要な、設計、工

事及び検査に係る調達管理 

※：「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設

計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 
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7.3.2 設計開発に用いる情報 

(1) 原子力部門は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であっ
て、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成
し、これを管理する。 

a. 機能及び性能に係る要求事項 
b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に

用いる情報として適用可能なもの 

c. 関係法令 
d. その他設計開発に必要な要求事項 

(2) 原子力部門は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、

承認する。 
 

 
第3.2-1図  設工認として必要な設計、工事及び検査の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を
確保するために必要な要求事項を明確にする。 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 
設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、追加・変更

となる適合性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則への適合

性を確保するために、実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運
用を含めて、適合性確認対象設備として抽出する。 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設

計・開発へのインプットとして、適合性確認対象設
備に対する要求事項を明確化していることから整合し
ている。 

 
 
 

 
 

3.3.3(1)

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

発電用原子炉設置変更許可申請書（本文）、

設置許可基準規則・技術基準規則及びその解釈

各条文の対応に必要な

適合性確認対象設備の

選定

基本設計方針の作成

（設計1）

使用前事業者検査の計画※２

設工認における調達管理の方法

適合性確認対象設備の各条文への適合性を

確保するための設計（設計2）

設計※1

（設工認申請書作成に係る活動の計画とその実績を「設計」として記載）

工事及び検査

（バックフィット制度における設工認申請上では、各要求事項に対する

使用前事業者検査、必要な追加工事又は継続中工事の計画を「工事」として記載）

使用前事業者検査

バックフィット制度における設工認申請上の「設計」とは、要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計1）し、既に設置されている設備の状況を念頭

に置きながら、適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計2）を行う業務をいう。

また、この設計の結果を基に、設工認として申請が必要な範囲について、設工認申請書にまとめる。

条文ごとに適合性確認対象設備が技術基準規則に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む。）の決定とその実施を使用前事業者検査の計画と

して明確にする。

※1：

※2：

検査計画の管理

主要な耐圧部の溶接部に

係る使用前事業者検査の

管理

使用前事業者検査の実施

3.3.1 3.3.2

3.3.3(2)

3.5.2

対象設備の現状

（設計実績）

設
工
認
に
基
づ
く
具
体
的
な
設
備
の
設
計
の
実
施
（
設
計
3
）

3.5.3、3.5.4、3.5.5

完成図書

既工認

承認申請図書、決定図書

対象設備の現状

（工事実績）

検査・試験記録

（定期事業者検査、自主検査、

定期試験等）

完成図書

承認申請図書、決定図書

具
体
的
な
設
備
の
設
計
に
基
づ
く
工
事
の
実
施

3.6

3.4.1 3.4.2

設工認の範囲

必要に応じ実施する業務の流れ

：

：

設工認における調達管理の方法

3.6

委託報告書

現場確認結果

（ウォークダウン） 現場確認結果

（ウォークダウン）

3.3.3(3)

設計のアウトプットに対する検証

工事の方法
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7.3.3 設計開発の結果に係る情報 

(1) 原子力部門は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と
対比して検証することができる形式により管理する。 

(2) 原子力部門は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらか

じめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 
(3) 原子力部門は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合す

るものとする。 

a. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 
b. 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供す
るものであること。 

c. 合否判定基準を含むものであること。 
d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が
明確であること。 

 
 
 

7.3.4 設計開発レビュー 
(1) 原子力部門は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画にしたが

って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査（以下「設計開発レビュ

ー」という。）を実施する。 
a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価するこ
と。 

b. 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、
必要な措置を提案すること。 

(2) 原子力部門は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象とな

っている設計開発段階に関連する各組織の代表者及び当該設計開発に係る
専門家を参加させる。 

 
 
 
(3) 原子力部門は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビュ

ーの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
 
 

 
 

7.3.5 設計開発の検証 

(1) 原子力部門は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状
態を確保するために、設計開発計画にしたがって検証を実施する。 

(2) 原子力部門は、設計開発の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
(3) 原子力部門は、当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせ

ない。 

 
7.3.6 設計開発の妥当性確認 

(1) 原子力部門は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認

するために、設計開発計画にしたがって、当該設計開発の妥当性確認（以
下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。 

(2) 原子力部門は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじ

め、設計開発妥当性確認を完了する。 
(3) 原子力部門は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当

性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 
 

 
3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適
合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。 
(1) 基本設計方針の作成（設計1） 

「設計1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求
事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化
する。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計
2） 
「設計2」として、「設計1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性

確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。 
 
なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解

析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼
性を確保する。 

 

 
 
 

 
 
 

 
3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、本店組織及び発電所組

織で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 
 
 
 
 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、第

3.2-1表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごと
のアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとと
もに、記録を管理する。 

 
 
3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 
設計を主管する箇所の長は、設計1及び設計2の結果について、適合性確

認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の者に検証を実施さ

せる。 
 
 

 
3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 
使用前事業者検査は、組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。 
(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合
していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定し

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設

計・開発からのアウトプットを作成するために設計
を実施していることから整合している。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文十

一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設保安
規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計のレ
ビューには専門家を含めていることから整合してい

る。 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文十

一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設保安
規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計のレ
ビューの記録を管理していることから整合している。 

 
 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文十
一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設保安
規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計の検

証を実施していることから整合している。 
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7.3.7 設計開発の変更の管理 
(1) 原子力部門は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内

容を識別することができるようにするとともに、当該変更に係る記録を作

成し、これを管理する。 
(2) 原子力部門は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、審査、検

証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。 

(3) 原子力部門は、設計開発の変更の審査において、設計開発の変更が原子
炉施設に及ぼす影響の評価（当該原子炉施設を構成する材料又は部品に及
ぼす影響の評価を含む。）を行う。 

(4) 原子力部門は、(2)の審査、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその
結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

7.4 調達 
7.4.1 調達プロセス 

(1) 原子力部門は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）

が、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事
項」という。）に適合するようにする。 

 

 
 
 

 
 

た確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成
し、検査実施責任者が制定する。 

実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の
方法を決定する。 

(4) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書
に基づき、確立された検査体制のもとで、使用前事業者検査を実施する。 

 

第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設備 
設計 

要求 

設置 

要求 

名 称 、 取 付 箇

所、個数、設置

状態、保管状態 

設計要求どおりの名称、取

付箇所、個数で設置されて

いることを確認する。 

据付検査 

状態確認検査 

外観検査 

機能 

要求 

材料、寸法、耐

圧・漏えい等の

構造、強度に係

る 仕 様 （ 要 目

表） 

要目表の記載どおりである

ことを確認する。 

材料検査 

寸法検査 

建物・構築物構造検査 

外観検査 

据付検査 

状態確認検査 

耐圧検査 

漏えい検査 

特性検査 

機能・性能検査 

系統構成、系統

隔離、可搬設備

の接続性 

実際に使用できる系統構成

になっていることを確認す

る。 

上記以外の所要

の機能要求事項 

目的とする機能・性能が発

揮できることを確認する。 

評価 

要求 

解析書のインプ

ット条件等の要

求事項 

評価条件を満足しているこ

とを確認する。 

内容に応じて、評価条

件を設置要求、機能要

求の検査を適用 

運用 運用要求 

手順確認 （保安規定） 

手順化されていることを確

認する。 

状態確認検査 

 
 
 

3.3.4 設計における変更 
設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果

のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に

応じ修正する。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.6 設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づ

き以下に示す管理を実施する。 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設
計の変更管理を実施していることから整合してい
る。 

 
 
 

 
 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調
達管理を実施していることから整合している。 
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(2) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調

達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合において、
一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入
手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確

認できるように、管理の方法及び程度を定める。 
 
 

 
 
 

 
(3) 原子力部門は、調達物品等要求事項にしたがい、調達物品等を供給する

能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。 

(4) 原子力部門は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定
める。 

(5) 原子力部門は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講

じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
 
 

(6) 原子力部門は､調達物品等を調達する場合には、個別業務計画におい
て、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後におけるこ
れらの維持又は運用に必要な技術情報（原子炉施設の保安に係るものに限

る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な
措置に関する事項を含む。）を定める｡ 

 

7.4.2 調達物品等要求事項 
(1) 原子力部門は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求

事項のうち、該当するものを含める。 

a. 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 
b. 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 
c. 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

d. 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 
e. 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために
必要な要求事項 

f. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求
事項 

g. その他調達物品等に必要な要求事項 

(2) 原子力部門は、調達物品等要求事項として、原子力部門が調達物品等の
供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の
原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含め

る。 
(3) 原子力部門は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提

供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認す

る。 
(4) 原子力部門は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に

対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 
 
 

 
 
 

 
 

3.6.3 調達製品の調達管理 
(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品される
よう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施す
る。 

(1) 調達文書の作成 
調達を主管する箇所の長は、一般汎用品を原子炉施設に使用するに当た

って、当該一般汎用品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する

箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工
場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 
調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を

供給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価

を実施する。 
 
 

 
 
3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力の安
全に及ぼす影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレー
ド分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 
 
 

3.6.3 調達製品の調達管理 
業務の実施に際し、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係る

グレード分けを適用する。 

 
(1) 調達文書の作成 

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメ

ントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」
という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「(2) 調
達製品の管理」参照） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調

達管理における一般汎用品の管理及び原子力規制委
員会の職員が供給先の工場等への施設への立ち入り
があることを供給者へ要求していることから整合し

ている。 
 
 

 
設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い供
給者の評価を実施していることから整合している。 

 

 
 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設
保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い供

給者を選定していることから整合している。 
 
 

 
設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調
達仕様書を作成していることから整合している。 
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7.4.3 調達物品等の検証 
(1) 原子力部門は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているように

するために必要な検証の方法を定め、実施する。 

(2) 原子力部門は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証
を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給
者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確

に定める。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
7.5 個別業務の管理 

7.5.1 個別業務の管理 
原子力部門は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当

該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合す

るように実施する。 
(1) 原子炉施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。 
(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 
(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用

していること。 

(5) 8.2.3に基づき監視測定を実施していること。 
(6) 品質管理に関する事項に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認

を行っていること。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

(2) 調達製品の管理 
調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品される

よう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施す

る。 
(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達製品が調

達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行
う。 

調達を主管する箇所の長は、供給先で検証を実施する場合、あらかじめ

仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検
証を行う。 

 

3.6.4 請負会社他品質監査 
供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健

全な安全文化を育成し及び維持するための活動が適切で、かつ、確実に行わ

れていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。 
 
 

3.4 工事に係る品質管理の方法 
工事を主管する箇所の長は、工事段階において、設工認に基づく設備の具

体的な設計（設計3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事

を以下のとおり実施する。 
また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の

方法」を適用して実施する。 

 
3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事

を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調
達管理の方法」に従い実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 
使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合しているこ

とを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、工事実施
箇所からの独立性を確保した検査体制のもと、実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 
使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合しているこ

とを確認するために以下の項目について検査を実施する。 
①実設備の仕様の適合性確認 
②実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施

（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記
載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち、①を第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジ

メントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。 
②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が

「3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する

場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われ
ていることの確認をQA検査に追加する。 

また、QA検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検

査の、記録の信頼性確認を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 
 

 
 

 
設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文

十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い、
その他の活動を含む調達製品の検証を実施している
ことから整合している。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文
十一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設

保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い、
工事の実施、使用前事業者検査の計画の策定を業務
の管理として実施していることから整合している。 
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3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に
記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合して
いることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項
目及び方法並びに第3.5-1表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及
び主な検査項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備
についても、使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼして

いないことを総合的に確認するため、定格熱出力一定運転時の主要パラメー
タを確認することによる使用前事業者検査（負荷検査）の計画を必要に応じ
て策定する。 

また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査
概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。 

 

3.5.3 検査計画の管理 
検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業者検

査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整のうえ検査計画を作成す

る。 
使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われること

を適切に管理する。 

 
3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

主要な耐圧部の溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程

であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプ
ロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接

材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関
連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出さ
せ、それを審査、承認し、必要な管理を実施する。 

 
3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 
使用前事業者検査は、組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。 
(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合
していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定し
た確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成

し、検査実施責任者が制定する。 
実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の

方法を決定する。 

(4) 使用前事業者検査の実施 
検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書

に基づき、確立された検査体制のもとで、使用前事業者検査を実施する。 
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7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1) 原子力部門は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監
視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合（個別業務

が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。）に
おいては、妥当性確認を行う。 

(2) 原子力部門は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ること

ができることを、(1)の妥当性確認によって実証する。 
(3) 原子力部門は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、

これを管理する。 

(4) 原子力部門は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次
に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを
除く。）を明確にする。 

a. 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 
b. 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 
c. 妥当性確認の方法 

 
7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保 

(1) 原子力部門は、個別業務計画及び個別業務の実施に係るすべてのプロセ

スにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の状態を識別し、管
理する。 

(2) 原子力部門は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に

係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等
要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記
録するとともに、当該記録を管理する。 

 
7.5.4 組織の外部の者の物品 

原子力部門は、原子力部門の外部の者の物品を所持している場合において

は、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。 
 
7.5.5 調達物品の管理 

(1) 原子力部門は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物
品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、保管及び
保護を含む。）する。 

 
 

7.6 監視測定のための設備の管理 

(1) 原子力部門は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の
実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。 

(2) 原子力部門は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該

監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。 
(3) 原子力部門は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定の

ために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。 

a. あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡
することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあっては、

 
第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設備 
設計 

要求 

設置 

要求 

名 称 、 取 付 箇

所、個数、設置

状態、保管状態 

設計要求どおりの名称、取

付箇所、個数で設置されて

いることを確認する。 

据付検査 

状態確認検査 

外観検査 

機能 

要求 

材料、寸法、耐

圧・漏えい等の

構造、強度に係

る 仕 様 （ 要 目

表） 

要目表の記載どおりである

ことを確認する。 

材料検査 

寸法検査 

建物・構築物構造検査 

外観検査 

据付検査 

状態確認検査 

耐圧検査 

漏えい検査 

特性検査 

機能・性能検査 

系統構成、系統

隔離、可搬設備

の接続性 

実際に使用できる系統構成

になっていることを確認す

る。 

上記以外の所要

の機能要求事項 

目的とする機能・性能が発

揮できることを確認する。 

評価 

要求 

解析書のインプ

ット条件等の要

求事項 

評価条件を満足しているこ

とを確認する。 

内容に応じて、評価条

件を設置要求、機能要

求の検査を適用 

運用 運用要求 

手順確認 （保安規定） 

手順化されていることを確

認する。 

状態確認検査 

 
 
 
 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 
(2) 機器、弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は、機器、弁及び配管等について、保安規定品

質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計量器の管理 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、保
安規定品質マネジメントシステム計画に従い、設計及び工事、検査で使用
する計量器について、校正・検証及び識別等の管理を実施する。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文十

一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設保安
規定の品質マネジメントシステム計画に従い識別管理
を実施していることから整合している。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文十
一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設保安
規定の品質マネジメントシステム計画に従い監視測定

のための設備の管理を実施していることから整合して
いる。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証がなさ
れていること。 

b. 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 
c. 所要の調整がなされていること。 
d. 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

e. 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。 
(4) 原子力部門は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明

した場合においては、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記

録する。 
(5) 原子力部門は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び(4)

の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を

講じる。 
(6) 原子力部門は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作

成し、これを管理する。 

(7) 原子力部門は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたと
きは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図し
たとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

 
8. 評価及び改善 
8.1 監視測定、分析、評価及び改善 

(1) 原子力部門は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画
し、実施する。 

(2) 原子力部門は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする。 

 
8.2 監視及び測定 
8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 原子力部門は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する原
子力部門の外部の者の意見を把握する。 

(2) 原子力部門は、(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確

に定める。 
 
8.2.2 内部監査 

(1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件へ
の適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定め
られた間隔で、客観的な評価を行う各組織その他の体制により内部監査を

実施する。 
a. 品質管理に関する事項に基づく品質マネジメントシステムに係る要求
事項 

b. 実効性のある実施及び実効性の維持 
(2) 原子力部門は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を

定める。 

(3) 原子力部門は、内部監査の対象となり得る各組織、個別業務、プロセス
その他の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監
査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関

する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し、及び実施する
ことにより、内部監査の実効性を維持する。 

(4) 原子力部門は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の

選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。 
(5) 原子力部門は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にあ

る個別業務に関する内部監査をさせない。 

(6) 原子力部門は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の
報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監
査に係る要求事項を、手順書等に定める。 

(7) 原子力部門は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管
理者に内部監査結果を通知する。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
(8) 原子力部門は、不適合が発見された場合には、(7)の通知を受けた管理

者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせると

ともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。 
 
8.2.3 プロセスの監視測定 

(1) 原子力部門は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセ
スの監視測定に見合う方法によりこれを行う。 

(2) 原子力部門は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応

じて、保安活動指標を用いる。 
(3) 原子力部門は、(1)の方法により、プロセスが5.4.2(1)及び7.1(1)の計

画に定めた結果を得ることができることを実証する。 

(4) 原子力部門は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のため
に、必要な措置を講じる。 

(5) 原子力部門は、5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることがで

きない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合において
は、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問
題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。 

 
8.2.4 機器等の検査等 

(1) 原子力部門は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個

別業務計画にしたがって、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階に
おいて、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 原子力部門は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を

作成し、これを管理する。 
(3) 原子力部門は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特

定することができる記録を作成し、これを管理する。 

(4) 原子力部門は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査
等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むことの承認をし
ない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順

により特に承認をする場合は、この限りでない。 
(5) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立

性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管す

る各組織に属する要員と組織を異にする要員とすることその他の方法によ
り、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをい
う。）を確保する。 

(6) 原子力部門は、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の独立性（自主
検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する各組織に属する
要員と必要に応じて組織を異にする要員とすることその他の方法により、

自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。）を確保す
る。 

 

 
 
 

 
8.3 不適合の管理 

(1) 原子力部門は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又

は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定
し、これを管理する。 

(2) 原子力部門は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び

権限を手順書等に定める。 
(3) 原子力部門は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。 

a. 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

b. 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及
ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 
使用前事業者検査は、組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。 
(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合
していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定し
た確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成

し、検査実施責任者が制定する。 
実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の

方法を決定する。 

(4) 使用前事業者検査の実施 
検査実施責任者は、検査を担当する箇所の長の依頼を受け、検査要領書

に基づき、確立された検査体制のもとで、使用前事業者検査を実施する。 

 
3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合しているこ
とを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、工事実施
箇所からの独立性を確保した検査体制のもと、実施する。 

 
 
 

 
3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については、

保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文十

一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設保安
規定の品質マネジメントシステム計画に従い使用前事
業者検査を実施していることから整合している。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

設計及び工事の計画では、設置許可申請書（本文十

一号）に基づき定めている高浜発電所原子炉施設保安
規定の品質マネジメントシステム計画に従い不適合管
理を実施していることから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 
承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

c. 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を

講ずること。 
d. 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、そ
の不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずるこ

と。 
(4) 原子力部門は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置

（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、これを管理する。 

(5) 原子力部門は、(3)a.の措置を講じた場合においては、個別業務等要求
事項への適合性を実証するための検証を行う。 

 

8.4 データの分析及び評価 
(1) 原子力部門は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであるこ

とを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の

必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデ
ータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集
し、及び分析する。 

(2) 原子力部門は、(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に
掲げる事項に係る情報を得る。 
a. 原子力部門の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得

られる知見 
b. 個別業務等要求事項への適合性 
c. 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるもの

を含む。） 
d. 調達物品等の供給者の供給能力 
 

8.5 改善 
8.5.1 継続的な改善 

原子力部門は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、

品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の
活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が
必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。 

 
8.5.2 是正処置等 

(1) 原子力部門は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響

に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じる。 
a. 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う。 

(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の
事象が発生する可能性の明確化 

b. 必要な是正処置を明確にし、実施する。 

c. 講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。 
d. 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措
置を変更する。 

e. 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。 

f. 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な

原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施する。 

g. 講じたすべての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理す

る。 

(2) 原子力部門は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。 

(3) 原子力部門は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情

報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事
象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。 
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8.5.3 未然防止処置 

(1) 原子力部門は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、

自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところによ

り、適切な未然防止処置を講じる。 

a. 起こり得る不適合及びその原因について調査する。 

b. 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

c. 必要な未然防止処置を明確にし、実施する。 

d. 講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

e. 講じたすべての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管

理する。 

(2) 原子力部門は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。 

 

 

   

 


